
様式第18 表 ←………………………………7センチメートル………………………………→ 第号 立入検査証 下記の者は、中小企業団体の組織に関する法律第93条第1項の規定によ り立入検査をする職員であることを証明する。 所属 ↑………………5センチメートル………………↓ 官職 写真 氏名所属長印 年月日生 年月日交付 裏 第93条主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。 2前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 罰則 第106条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 略 第93条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者  


